
雇用保険料率が 2023 年 4 月より、変更となります。 
 
令和５年４月１日から令和６年３月 31 日までの雇用保険料率は以下のとおりです。 
 

＜令和５年度の雇用保険料率＞ 

（赤字は変更部分） 

  
 

 

＜助成金記入時の注意点＞ 

 

 

 
 

2023 年 4 月の雇用保険料率は、 
賃金の締日を基準に変更してください。 
 
①月末締め翌月末払いの場合 

賃金締日：2023 年 3 月 31 日 
雇用保険料率は、「9.5」 

 
②20 日〆当月末日払いの場合 

賃金締日：2023 年 4 月 20 日 
雇用保険料率は「10.5」 

 

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚

については一般の事業の率が適用されます。 

※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚については一般の事業の率が適用されます。 


